
◎民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都

市再生特別措置法等の一部を改正する法律 
（平成一七年四月二七日法律第三四号）   

一、提案理由（平成一七年三月二九日・衆議院国土交通委員会） 

○北側国務大臣 ただいま議題となりました民間事業者の能力を活用した市街地の整備

を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまし

て御説明申し上げます。 

 稚内から石垣までを合い言葉に国を挙げて取り組んでおります全国都市再生につきま

しては、平成十六年度に創設したまちづくり交付金制度などを活用し、全国の各都市で

その自主性を生かした取り組みが進められているところでございます。 

 こうした取り組みを一層推進していくためには、市町村の創意工夫を生かした都市再

生と連携して行われる民間プロジェクトを促進することが効果的であり、民間事業者が

ノウハウや資金を活用して市街地整備を強力に推進することができるよう、適切な措置

を講じていくことが必要でございます。 

 この法律案は、このような必要性を踏まえて提案することとした次第でございます。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行される都市再生に資する

民間都市開発事業の立ち上げを支援するため、当該事業を行う民間事業者に対して、民

間都市開発推進機構が当該事業の施行に要する費用の一部を出資等により支援する制度

を創設することとしております。 

 第二に、宅地の所有者等が議決権の過半数を保有する株式会社または有限会社を区画

整理会社として土地区画整理事業の施行者に追加するとともに、土地区画整理組合及び

市街地再開発組合について、組合員からの決算関係書類の閲覧、謄写の請求権を規定す

るなど組合運営の適正化を図ることとしております。 

 第三に、市街地整備のための資金調達を円滑化するため、土地区画整理事業を施行す

る区画整理会社に対する都市開発資金の無利子貸付制度を創設することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一七年四月一日） 

○橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、所要の措置を講

じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、国土交通大臣の認定を受けた計画に係る都市開発事業を行う民間事業者に対

する金融支援措置を創設すること、 



 第二に、一定の要件に該当する株式会社等を土地区画整理事業の施行者に追加するこ

と、 

 第三に、土地区画整理事業等に関する都市開発資金貸付制度を拡充すること 

などであります。 

 本案は、去る三月二十九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員

会に付託され、同日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。翌三十

日質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年三月三○日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 民間都市再生整備事業計画の認定に当たっては、市町村の創意と工夫による都市再

生の推進に支障が生じることのないよう、市町村の意見を尊重するとともに、良好な

都市環境や景観の創造・保全に十分留意すること。 

二 民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業に対する民間都市開発推進機構

の支援措置については、情報公開を適切に行いその透明性を確保するとともに、事業

評価を行い結果を公表すること。また、民間都市開発推進機構の運営状況や財務内容

についての情報公開を積極的に進めるとともに、事務・事業や組織のあり方を検討す

ること。 

三 都市再生整備計画に記載された事業と認定整備事業計画に係る都市再生整備事業が

一体的に実施され、事業効果を一層発揮できるよう、まちづくり交付金制度の更なる

拡充や都市再生整備事業に対する支援策の充実について引き続き検討すること。 

四 区画整理会社による土地区画整理事業の施行に当たっては、地権者及び地域住民か

らなる協議会組織を設ける等、事業に地権者の意見が反映できるよう特段の配慮をす

ること。また、区画整理会社については、経営や財務の健全性確保について適切な指

導監督が行われるよう配慮するとともに、万が一区画整理会社による事業の継続が困

難になった場合には、地権者等の権利の保全が確実に行われるよう万全を期すこと。 

五 都市開発資金については、制度創設の趣旨に則り、厳正かつ適正な貸付けに努める

こと。 

六 全国の都市再生を推進するため、都市再生本部の体制の充実強化を図ること。また、

中心市街地と郊外との機能分担の下で地方都市の活性化を図るため、関係法律や支援

措置等の抜本的な見直しを検討すること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一七年四月二○日） 

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお



ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、民間都市再

生整備事業計画の国土交通大臣による認定制度及び当該計画に係る都市開発事業に対す

る支援措置の創設、土地区画整理事業における会社施行制度及び当該会社に対する無利

子貸付制度の創設等の所要の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、都市再生施策の効果と地方都市再生の必要性、民間都市開発

推進機構による出資の意義と課題、まちづくり交付金の活用とその在り方、土地区画整

理事業の経営実態と会社施行の持つ意味等について質疑が行われましたが、その詳細は

会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年四月一四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾

なきを期すべきである。 

一、民間都市再生整備事業計画の認定に当たっては、市町村の創意と工夫による都市再

生の推進に支障が生じることのないよう、市町村の意見を尊重するとともに、当該地

域における伝統や文化及び良好な都市環境や景観の創造・保全に十分留意すること。 

二、民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業に対する民間都市開発推進機構

の支援措置については、情報公開を適切に行いその透明性を確保するとともに、事業

評価を厳正かつ的確に行い結果を公表すること。また、民間都市開発推進機構の運営

状況や財務内容についての情報公開を積極的に進めるとともに、事務・事業や組織の

あり方を検討すること。 

三、区画整理会社による土地区画整理事業の施行に当たっては、地権者及び地域住民か

らなる協議会組織を設ける等、事業に地権者の意見が反映できるよう特段の配慮をす

ること。また、区画整理会社については、経営や財務の健全性確保について適切な指

導監督が行われるよう配慮するとともに、万が一区画整理会社による事業の継続が困

難になった場合には、地権者等の権利の保全が確実に行われるよう万全を期すこと。 

四、土地区画整理事業においては、地価の下落等により保留地の価格設定や売却が困難

な事例が増加し、土地区画整理組合等の経営が悪化しているところがあることから、

経営の見直しに向けて適切な支援を行い、事業の健全性の確保に配慮するとともに、

今後は、密集市街地の解消など既成市街地の再生に重点を置いた活用に努めること。 

五、地方都市においては、空き店舗の増加が相次ぐなど中心市街地が衰退傾向にあるこ



とから、その原因の分析及び関係法律を含む各種支援策の有効性についての検証を行

うとともに、中心市街地の活性化を図るため、予算、税制及び「まちづくり三法」等

の適切な見直しの必要性について早急に検討すること。 

  右決議する。 


